
パネルディスカッション
「長寿社会と生活経済学－金融と福祉の連携を巡って」
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2025(令和7)年6月21日(土) 生活経済学会第41回研究大会
S IP金融包摂・生活経済学会40周年記念シンポジウム
「長寿社会のおける資産管理～お金のケアと福祉の連携から考える～」
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全国社会福祉協議会「社会福祉協議会基本要項2025概要」から抜粋



実践事例集
「個別支援と地域支援の融合」

身近な地域のつながり・ささえ
あい活動推進の取組

横浜市社協がとりくむ地域づくり

【基本的な考え方】
個別課題の解決を進めながら、
地域づくりへつなげていくこと

生きづらさを感じ、社会的に孤立し
ている人を、地域住民と共に支える
地域づくりを進めています。

横浜生活あんしんセンター
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詳しくは本会ウェブサイトで（下の文字をクリック）
横浜市社協がとりくむ地域づくり - 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会

このほか、生活支援コーディネーター
活動事例集も掲載しています。

https://www.yokohamashakyo.jp/search_purpose/chiiki-fukushi/chiiki-dukuri/
https://www.yokohamashakyo.jp/search_purpose/chiiki-fukushi/chiiki-dukuri/
https://www.yokohamashakyo.jp/search_purpose/chiiki-fukushi/chiiki-dukuri/
https://www.yokohamashakyo.jp/search_purpose/chiiki-fukushi/chiiki-dukuri/


【はじめに】社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

横浜生活あんしんセンターのあゆみ

1998(平成10)年
10月

2000(平成12)年
04月

2003(平成15)年
10月

2012(平成24)年
04月

2015(平成27)年
07月

2020(令和02)年
04月

1996(平成08)年
01月

横浜市高齢者・障害者の権利擁護に関する検討委員会 設置

後見的支援機関「横浜生活あんしんセンター」創設の提言

各事業の主な実績
[令和7年3月末現在] 

相談(新規･継続)延べ 12,951件
候補者調整件数(累計)  95件

受任･契約件数(累計)172件
後見116,保佐32,補助6/任意18

利用者数  1,131人
高齢(認知症･その他)514
知的136,精神342,身体他139

養成･修了者数  209人
市民後見ﾊﾞﾝｸ登録者 101人
受任件数(累計) 127件
受任中件数 53件

横浜市成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関
「よこはま成年後見推進センター」の受託・事業開始

「横浜生活あんしんセンター」設置開所 全国に先駆けて
権利擁護事業(現･日常生活自立支援事業)の取組開始

新しい成年後見制度施行に合わせ
法人後見事業 を開始(法定後見・任意後見)

18区社会福祉協議会で権利擁護事業 を開始
(権利擁護の地域展開・指定都市社協が実施主体)

市民後見人養成・活動支援事業 を開始
先行３区(西･緑･青葉区)モデル実施

市民後見人活動支援 の全市展開
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● 広報

市民向けリーフレットの配布

➢市内金融機関や病院、福祉施設等
948か所に補充配布(随時)

困りごとから相談につなげる

【参考】最高裁判所統計 成年後見関係事件の概況[令和６年]

➢ 10,000部 [令和６年10月増刷]
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● 相談

金融機関を介した相談対応

金融機関の窓口で課題があ
る顧客に成年後見制度の利
用を勧め、中核機関を紹介
する流れが定着

【参考】よこはま成年後見推進センター新規相談実績から抽出
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横浜生活あんしんセンター

年度 2020 2021 2022 2023 2024

新規相談計 725 1,109 1,237 1,356 1,232

金融機関経由等 61(8%) 128(12%) 136(11%) 127(9%) 128(10%)
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【参考】厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画」
～尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進～ から抜粋
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成年後見制度利用促進にかかる主な取組(概要)

チーム支援と協議会の構成図

■本人を支える「チーム」

本人を中心にチームを編成

選任後は後見人もチームに加わる

■チームを支える「協議会」

区域：区成年後見サポートネット

（専門職会議･全体会･市民後見）

市域：市成年後見サポートネット

（市協議会・テーマ別部会）

横浜生活あんしんセンター



チーム編成の中心を担う相談支援機関に、
本人や家族、身近な支援者からニーズが
あがり、権利擁護支援の検討(アセスメン
ト)、チームづくりを実施

よこはま成年後見推進センターは
相談支援機関のバックアップの役割を担い、
チームへの専門職派遣 や 申立書の書き方
支援、候補者調整会議等を調整

成年後見制度の相談・不正防止の苦情等については直接問合せも

よこはま成年後見
推進センター

（中核機関）

相談支援機関(市内201か所)

区役所福祉保健センター 18か所
地域包括支援センター 147か所
基幹相談支援センター 18か所
区社協あんしんセンター 18か所

本人・身近な支援者

家族・ケアマネジャー・
計画相談・病院・施設等

成年後見制度利用促進にかかる主な取組(概要)

中核機関の役割(相談支援機関の後方支援)

横浜生活あんしんセンター
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進行管理表・入力項目[ステップ１]

「重大な課題の有無」欄に

法的課題(債務整理、相続未対応、消費者被害、虐待等)

身上保護の課題(福祉サービス利用や施設入所できない等)

財産管理の課題(浪費、滞納、財産活用、金銭搾取等)

⇒ 解決に向けたモニタリング実施、チーム会議での協議・

専門職派遣等助言事業の利用[ステップ２]

成年後見制度利用促進にかかる主な取組(概要)

進行管理表・重大な課題のチェック

10

横浜生活あんしんセンター



記入例【見本】

成年後見制度利用促進にかかる主な取組(概要)

相談対応・進行管理表の活用

【個別支援の進捗管理】
⚫ 相談支援機関の定例カンファレンスで共有
⚫ モニタリングツールとして使用
⇒ 支援方針が決まらないものは、専門職派遣

や区協議会で専門職から助言を得る 11

横浜生活あんしんセンター



会議名称 主な目的・ねらい 助言者 主な参加者 事務局

①専門職会議 ・チームの構成・継続に向けた支援
・相談支援機関のモニタリング支援
・専門職と相談支援機関の地域連携
ネットワーク構築、区域の課題検討

・弁護士
・司法書士
・社会福祉士
・行政書士

＊各団体から
区担当を選出

・区役所高齢･障害支援課
・区社協＿日自専門員 等
＊一部の区で地域包括や
基幹相談も参加

・区役所高齢･障害支援課
・区社協＿日自専門員等

＊一部の区で地域包括や
基幹相談も運営に参加

＊横浜市健康福祉局、
横浜生活あんしんセン
ター職員はオブザー
バーとして参加･助言

[上記参加者のほか]

・地域包括支援センター
・基幹相談支援センター
・区生活支援課 等
＊一部の区でほか福祉関係者、
 法人後見団体等も参加

②全体会

③市民後見
サポート
ネット

・市民後見人バンク登録者の活動支援
及び監督的機能の一部

・専門職・相談支援機関と市民後見人
の地域連携ネットワーク構築

[上記参加者のほか]

・市民後見人バンク登録者
(近隣３区でブロックを構成)

令和２年10月から、市内の相談支援機関(201か所)で
権利擁護・成年後見制度に関する相談対応(全件)を集計

⇒ 相談対応の見える化・停滞解消

成年後見制度利用促進にかかる主な取組(概要)

 区域の協議会機能による進行管理

横浜生活あんしんセンター
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区成年後見サポートネットの体制(令和２年度から)



成年後見制度利用促進にかかる主な取組(概要)

 区域の協議会(全体会)にかかる取組事例

横浜生活あんしんセンター
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テーマに応じたゲスト 毎回参加の構成員等

出
席
関
係
機
関

区役所 生活支援課(ケースワーカー)

金融機関 区内の支店管理者 ４名
後見人等 法人後見団体(NPO) ２名

助言者 弁護士 司法書士 社会福祉士 行政書士
区役所 高齢・障害支援課(高齢担当・障害担当)

地域ケアプラザ 地域包括支援センター(社会福祉士)

基幹相談支援センター 相談員
区社協 事務局長 日常生活自立支援事業専門員
【オブザーバ】成年後見制度利用促進・中核機関

主
な
内
容

【金融機関の実践報告・意見交換】
➢ ある支店で、対応に困った顧客に対し、地域包括支援センターに顧客本人が相談できるようつなぎ、成年後

見制度の利用に至った案件。就任した後見人等(法人後見団体)による支援状況も報告。
➢ 上記の案件をきっかけに地域包括支援センターへの情報連携マニュアルを作成 → 他の支店にも共有
➢ マニュアルを整備したものの、実際にはどこまで情報共有してよいか悩んでいる

☆上記の報告をもとに、地域包括支援センターほか、福祉関係機関との連携について意見交換
➢ 相談支援機関等福祉支援者、助言者から

金融機関の見守り、早期発見の力は大きいことを再認識
区地域包括支援センター連絡会で相談につながる成年後見リーフレットを製作
→ 配布先のひとつとして、金融機関窓口で対応できることにつながる。



横浜市では、高齢者が可能な
限り住み慣れた地域で、自分
らしい暮らしを人生の最期ま
で続けられるよう、地域ケア
プラザ（地域包括支援セン
ター）を中心とした日常生活
圏域単位で、地域特性に応じ
た地域包括ケアシステムの構
築に取り組んでいます。

横浜型地域包括ケアの推進
横浜市ウェブサイトから抜粋

横浜生活あんしんセンター
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地域ケアプラザは、高齢者、子ども、
障害のある人など誰もが地域で安心
して暮らせるよう、身近な福祉・保
健の拠点としてさまざまな取組を
行っている、横浜市独自の施設です。

横浜市ウェブサイトから抜粋ほか

“地域ケアプラザ”とは？

1991(平成３)年から、概ね
中学校区を目安に設置を進
めてきました。
〔現在市内に146館設置〕
民設(社会福祉法人) ９か所
公設(指定管理) 137か所

開館 年末年始・施設点検日以外毎日
日曜･祝日 ９－17時
月～土曜 ９－21時

(相談は18時まで) 15



重層的支援体制整備における各事業
〔厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」抜粋〕

包括的相談支援事業
・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
・支援機関のネットワークで対応する
・複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業
・社会とのつながりを作るための支援を行う
・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業
・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
・交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディ
ネートする
・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
・支援が届いていない人に支援を届ける
・会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業
・市町村全体で包括的な相談体制を構築する
・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
・支援関係機関の役割分担を図る

地域ケアプラザの主な事業
〔横浜市「地域ケアプラザ紹介」ページ抜粋に加筆〕

福祉・保健の行事・催しの開催

地域活動交流事業(地域活動交流ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置)
・地域の皆さんの福祉・保健の活動や交流の場として利用の
ほか、ボランティア活動の相談も受付。

福祉・保健に関する相談や支援

地域包括支援センター事業
(主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ・保健師等・社会福祉士など配置)
・福祉保健の専門員が無料で相談受付。訪問相談も。高齢者
に関わる相談は地域包括支援センターで受付。

生活支援体制整備事業
(第２層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置)
・高齢者一人ひとりができることを大切にしながら、住み慣
れた地域で自分らしく安心して暮らせる体制づくりを地域の
方と一緒に実施

上記のほか、地域福祉保健計画(区・地区)策定・推進の
支援チームの一員として活動。
介護保険事業(居宅介護支援や通所介護)の実施する施設
もあり。

地域ケアプラザ事業(介護保険事業を除く)と重層的支援体制整備にかかる事業の比較[多田まとめ]
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横浜生活あんしんセンター
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地域ケアプラザにおける
多職種連携 例３は「地域ケアプラザ業務連携指針【第３次改定版】」

(横浜市健康福祉局・横浜市社会福祉協議会)から抜粋

区内金融機関(９店舗)の行員向け
に、地域ケアプラザ(13館)が協力
し、認知症サポーター養成講座を
開催
… 適切な対応方法を理解

➢ 日常の窓口業務で、認知症の
疑い等対応に課題がある顧客
に対し、地域包括支援センター
への相談を勧奨

➢ 定期的な金融機関窓口での
出張相談対応 など

… ふだんの関係構築につながる



主催・会場
市内地域ケアプラザ(青葉区)
[地域包括支援センター]

協力・同席
区役所高齢・障害支援課、
区社会福祉協議会、中核機関、
基幹相談支援センター、
金融機関エリア内支店(１か所)

参加者
エリア内近隣住民17名

地域ケアプラザと金融機関、
中核機関の連携事例
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「将来に備えた財産管理」講習会の企画実施
第一部 中核機関による講義
将来に備えた財産管理
法定後見・任意後見の基礎的理解

第二部 金融機関による講義
認知症問題を考える
～判断能力低下への事前準備～

＊権利擁護支援の地域連携ネット
ワークにおける金融機関の役割
などを紹介

横浜生活あんしんセンター



ご清聴ありがとうございました。

取組に関する詳細は当センターに
お問合せください。
なお、資料の提供に関しては相互
に取組の共有を前提に、協議のう
え対応しておりますので、ご了承
ください。

よこはま成年後見推進センター

開所 平日(9-17時)
[土日祝日・年末年始は休み]
電話 (045)201-2088
E-mail ansin-c@yokohamashakyo.jp
ｱｸｾｽ JR・地下鉄「桜木町」駅
         徒歩2分

19
横浜生活あんしんセンター
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